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入間市子ども・若者未来応援プランの中間年の見直しについて（方向性） 

 

 

Ⅰ 見直しに当たって 

  「入間市子ども・若者未来応援プラン」の中間年の見直しに当たっては、以下の考え方

で審議を行います。 

   参考：子ども・若者未来応援プラン内、子ども・子育て支援事業計画の部分におい

て、「幼児教育・保育」と「地域子ども・子育て支援事業」における「量の見込

み」と「確保の内容」について、計画の内容と実際の状況に乖離がある場合

は、中間年を目安として計画の見直しを行うものとします。 

 

１ 目的 

  この見直しは、国の指針に基づき、計画と実績が乖離している事業を中間年に見直しす

るものであり、子ども・子育て支援における適切な基盤整備を行うことを目的に行うもの

です。併せて、社会環境の変化による施策の変更、追加、所管課の見直し、計画の目標値

の修正を検討するものです。 

 

 

２ 中間年の見直し対象期間 

  計画期間（令和２年度から令和６年度まで）の中間年にあたる令和４年度において、令

和５年度及び令和６年度の計画を見直すものです。 
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３ 見直し方法 

  入間市人口ビジョン 2015（平成２６年１０月１日現在の住民基本台帳を基準とした人

口推計。以下「人口ビジョン」といいます。）を令和２年３月に見直した人口推計及び令

和４年度の児童数を基に、保育のニーズ等を踏まえ見直しを行います。なお、大規模な開

発等は予定されておらず、社会的増加要因はないものとしています。 

   

４ 見直しの内容 

(1) 人口推計を見直します。 

 

(2) 社会環境の変化による施策の変更、追加、所管課の見直し、計画の目標値の修正を検
討するものです。 

 


